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開館開館
50周年50周年

黒石ほるぷ子ども館
オリジナルキャラクター

※黒石高校情報デザイン科の生徒が作成しました。
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本の貸出	 ▼「貸出申込書」に名前、住所、学年を記入して借りることができます。
	 ▼山形地区の人は１人３冊まで、貸出期間は１週間です。
	 ▼山形地区以外の人は１人10冊まで、貸出期間は１か月です。
開館時間	 午前10時15分～午後５時
休 館 日	 毎月第１・３・５日曜日、毎月第２・４月曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～１月３日）、
	 館内整理日（毎月末日）※末日が日曜日に当たる場合はその翌日
所 在 地	 黒石市温湯字派15－2
問 合 せ	 ☎54－8070

黒石ほるぷ子ども館 利用案内

黒石ほるぷ子ども館開館50周年を記念して、オリンパス黒石市立図書館と合同でスタンプラリーを開
催します。
開催期間	 ７月19日（土）～８月31日（日）
スタンプの集め方	 ①黒石ほるぷ子ども館へ行く
	 ②黒石市立図書館へ行く
	 ③黒石ほるぷ子ども館で本を３冊借りる
	 ④黒石市立図書館で本を５冊借りる
記念品	 ①・②を達成…黒石ほるぷ子ども館オリジナルキャラクターカード１枚
	 ①～④を達成…黒石市立図書館読書通帳
※スタンプカードの配布とスタンプの押印は、黒石市立図書館および黒石ほるぷ子ども館のカウンターで行います。
※期間中、黒石ほるぷ子ども館の本は、黒石市立図書館に返却することができます。

開館50周年記念 スタンプラリーを開催

イベント情報
おはなしのじかん	 …………………………… 	４月・６月・９月・10月・２月・３月の	

第２土曜日に開催
春のおはなし会・秋のおはなし会	……………５月・11月の第２土曜日に開催
なつやすみちゃれんじ	
ふゆやすみちゃれんじ	 ………………………長期休み中に開催される工作教室

※詳しい日時等は、本紙に毎月掲載される図書館だよりをごらんください。

館内は館内は
子ども心をくすぐる子ども心をくすぐる
しかけがたくさん！しかけがたくさん！

集中したいときはもぐって読書

は
し
ご
を
登
っ
て
上
で
も
読
め
る
よ

おもちゃもあるよ！

木登
りに
挑戦
！
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令和６年12月２日から従来の被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証*
を基本とする仕組みに移行しました。
既に発行済みの被保険者証は法改正の経過措置により、被保険者証に記載のある有効期限まで原則使

用できますが、その有効期限が令和７年７月31日で切れます。
現在、被保険者証をお持ちの人には有効期限が切れる前までに「資格情報のお知らせ」か「資格確認

書」のいずれかを送付しますので、ご確認ください。
*マイナ保険証…保険証の利用登録がされているマイナンバーカード

国民健康保険
01 ８月１日以降の取り扱いについて
▼マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちの人には「資格

情報のお知らせ」を送付します。
「資格情報のお知らせ」について
・	マイナ保険証が読み取れない場合に、マイナンバーカードと併せて医療機関	
等へ提示することで受診できます（マイナポータルの資格情報画面でも可）。

・	「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。
・	有効期限がなく、記載内容に変更が生じるまで使い続けることができます。
・	70歳以上の人は負担割合に変更が生じる場合がありますので、有効期間は	
最長１年で設定されています。

▼マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を送付します。

「資格確認書」について
・従来の被保険者証と同様に医療機関等に提示することで受診できます。
・「資格確認書」のみで医療機関等を受診できます。
・	最長１年の有効期間があり、有効期限到達時にマイナ保険証を持っていない	
人には申請によらず、新しい「資格確認書」を送付します。

国民健康保険国民健康保険
後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度についてについて

・資格情報のお知らせ
・資格確認書
� を７月中に７月中に送付します。

A4サイズ

カードサイズ
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02 利用登録状況のご確認を
お手元の被保険者証の有効期限が切れる前までに、ご自身がマイナンバーカードを持っているか、ま

た、マイナンバーカードに保険証の利用登録が済んでいるかをご確認ください。確認方法など詳しくは、
下記に記載の「マイナ保険証を利用しましょう！」をごらんください。
７月中に「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」のいずれかを送付しますが、同一世帯でもそれぞ

れ別の封筒で送付する場合や、ご自宅に届くタイミングが異なる場合もありますのでご了承ください。
※�すでに「資格情報のお知らせ」が交付されている人にも改めて送付しますので、８月１日からは今回送付す
る「資格情報のお知らせ」をご使用ください。

03 要配慮者について
高齢者や障がい者など、マイナ保険証を持っていても利用に当たって配慮を必要とする人には、申請

により「資格確認書」を交付しますので、国保年金課窓口へ申請してください。代理申請も可能です。

04 国保のお手続きについて
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、社会保険等との切り替え手続きは今後も必要で

す。就職や退職などにより、国民健康保険に加入または脱退するときは、これまでどおり国保年金課窓
口で手続きが必要です。
※�国民健康保険の脱退の届け出は、市ホームページ�
（くらし・手続き→電子申請）からもできます。

後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度に加入している人の被保険者証の有効期限は、令和

７年７月31日までとなっています。
令和８年７月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に

かかわらず、被保険者全員に「資格確認書」を送付します。申請は不要で
すので、「資格確認書」が届きましたら、内容をご確認ください。

マイナ保険証を利用しましょう！
利用するメリット
・手続きなしで高額な医療費が限度額までの支払いになります。
・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
・�本人が同意をすると、特定健診情報や薬剤情報が共有され、
初診でもスムーズに医療を受けられます。

マイナ保険証の確認・利用登録はここで！
・医療機関等の受付にある顔認証付きカードリーダー
・マイナポータル
・セブン銀行ＡＴＭ
※利用登録には暗証番号「数字4桁」（利用者証明用電子証明書）が必要です。

［問合せ］国民健康保険加入者＝国保年金課国保給付係、後期高齢者医療制度加入者＝国保年金課高齢医療係

ハガキサイズ

国民健康保険の脱退
届け出フォーム

詳しい登録方法は、厚生労働省ホーム
ページをごらんください。
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国民健康保険税の納付が始まります

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

７月から国民健康保険税（国保税）の納付が始まります。納期は第１期から第８期までで、納税通知
書を納税義務者や納税貯蓄組合へ７月10日（木）に送付します。
国保税は、被保険者が属する世帯の世帯主に課税されるため、世帯主が国民健康保険加入者でなくて

も納税義務者となります。

普通徴収 納付書や口座振替で納付する人 税額や納期などが記載された納税通知書を送付します。

特別徴収 年金からの天引きで納付する人 特別徴収開始通知書を送付します。特別徴収ではなく口座振替
での納付を希望する場合は、届け出が必要です。

令和７年度の国保税率等
国保税は、医療給付費分、後期高齢者支

援金等分、介護納付金分から構成され、被
保険者一人ひとりの年齢や所得、加入月数
等に応じて個別に計算し、その合計額が世
帯の税額となります。
［問合せ］国保年金課保険税係

国民年金には、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合、保険料が免除または猶予される制度が
あります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万が一の事故などにより
障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

項目 医療給付費分 後期高齢者	
支援金等分

介護納付金分
（40〜64歳）

所得割率 8.4％ 1.9％ 1.8％
均等割額（１人） 24,500円 6,700円 8,700円
平等割額（１世帯） 23,000円 5,800円 5,100円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円

免除（全額免除・一部免除）制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の

場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が
全額免除または一部免除となります。一部免除の場合、減額
された保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、ご注
意ください。

納付猶予制度
50歳未満（学生を除く）で、本人、配偶者それぞれの前

年所得が一定額以下の場合、申請すると保険料の納付が猶予
されます。

学生納付特例制度
学生が社会人になってから保険料を納めることができる制

度です。本人の前年所得が一定額以下の場合、申請すると保
険料の納付が猶予されます。

産前産後期間免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間

の保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属

する月の３か月前から６か月間の保険料が免除されます。
いずれも出産予定日の６か月前から届け出が可能です。

※出産前に届け出する場合、母子健康手帳等が必要です。

申請について
▼	保険料免除・納付猶予令和７年７月分〜令和８
年６月分（１年間）は、７月１日（火）から受
け付け

※�免除・納付猶予は、申請月の２年１か月前の月分ま
で遡って申請することができます。
▼	学生納付特例・産前産後期間免除令和７年４月
分〜令和８年３月分（１年間）は、受け付け中

▼	申請先国保年金課または弘前年金事務所
▼	持ち物マイナンバーカードまたは同通知カード
と本人確認ができるもの、年金手帳等（失業中
の人は離職票か雇用保険受給資格者証の写し、
学生は学生証の写しか在学証明書の原本）

［問合せ］国保年金課国民年金係、弘前年金事務所☎27
－1339
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国民健康保険税（国保税）には、一定の要件を満たす世帯に対して、国保税が軽減または減免される
制度があります。詳しくはお問い合わせください。

▼軽減制度

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯の中で国民健康保険加入者が１人となる場
合、平等割が最初の５年間は２分の１軽減され、その後３年間は４分の１軽減されます。

世帯の所得に応じた軽減
世帯主と被保険者等の所得の合計が一定基準額以下の場合、均等割と平等割が世帯の所得額に応じて７割・
５割・２割軽減されます。

未就学児に対する軽減
６歳に達する日以後、最初の３月31日までの被保険者の均等割（世帯の所得に応じた軽減が適用されてい
る世帯の場合は、軽減後の均等割）が５割軽減されます。

産前産後期間に係る軽減
出産（予定）被保険者は、出産（予定）日の属する月の前月から４か月間（多胎妊娠の場合は、出産（予
定）日の属する月の３か月前からの６か月間）、届け出により出産（予定）被保険者に係る所得割額と均等割
額が減額されます。

倒産や解雇等により離職した人に対する軽減
離職日時点で65歳未満の人で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが条
件を満たす場合は、申告により前年の給与所得を100分の30として国保税を計算します。	
※特例受給資格者証または高年齢受給資格者証の交付を受けている人は対象外です。

▼減免制度

社会保険などの被扶養者であった人の減免
会社の社会保険などに加入していた人が、後期高齢者医療制度へ移行することで、その被扶養者であった65
歳以上の人が、新たに国民健康保険へ加入する場合、申請により国保税の一部が減免される場合があります。

特別な事由による減免
災害など特別な事情により、一時的に生活が著しく困窮した場合は、状況に応じて減免される場合がありま
すので、ご相談ください。

令和６年12月28日からの大雪により被害を受けた人の減免
令和６年12月28日からの大雪により農作物や住宅・家財に多大な被害を受け、被災証明書や罹災証明書
をお持ちの人は、被害の状況等に応じて国保税が減免される場合がありますので、ご相談ください。

［問合せ］国保年金課保険税係

国民健康保険税の軽減・減免
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後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が納める「均等割額」と、前年の所得に応じて納める

「所得割額」の合計額で計算されます（表１）。
令和７年度の保険料は、７月中に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。

■表１

均等割額［被保険者全員が納める額］
46,800円 ＋ 所得割額［所得に応じて納める額］

基礎控除後の所得※×9.90% ＝ 保険料
（限度額80万円）

※基礎控除後の所得=前年の総所得金額等から基礎控除額（43万円）を差し引いた額です。

保険料の軽減
▼所得が低い人の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得額の合計に応じて均等割額の軽減が受けられます。令和７年度

は表２のとおりです。
■表2

世帯の
所得額の
合計

43万円+10万円×
（給与所得者等※の数-1）

以下
43万円+（30.5万円×被保険者の数）+
10万円×（給与所得者等※の数-1）以下

43万円+（56万円×被保険者の数）+
10万円×（給与所得者等※の数-1）以下

軽減割合 7割 5割 2割

※給与所得者等＝給与所得がある人または公的年金等に係る所得がある人が２人以上いる世帯に適用します。

▼被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に職場の健康保険などの被扶養者だった人は、所得割額の負担は

なく、後期高齢者医療制度に加入してから２年間は均等割額が５割軽減されます。
また、世帯の所得が低い人は、均等割額が７割軽減されます。

※�被用者保険=会社員等の被雇用者が加入する健康保険（協会けんぽ、船員保険、健康保険組合、共済組合な
ど）です。

保険料の減免等
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な人は、申請により保険料の減免等が認められ

る場合がありますので、ご相談ください。

［問合せ］国保年金課高齢医療係、青森県後期高齢者医療広域連合☎017－721－3821
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空き家等の利活用をお考えの人へ
空き家・空き地バンク制度と補助金を紹介
弘前圏域空き家・空き地バンク協議会は、弘前圏域８市町村（黒石市、弘前市、平川市、藤崎町、板

柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）と宅建業者、金融機関で構成され、空き家・空き地の有効活用を
目的に「弘前圏域空き家・空き地バンク」を運用しています。

市は、個別運動教室を実施します。運動不足
を感じている人や、運動するきっかけがないと
いう人は、この機会にぜひご参加ください。
▼実施期間９月〜令和８年３月末
▼	場所スポカルイン黒石�フィットネストレーニ
ング室

▼	対象医師から運動制限指示を受けていない30
歳〜64歳の市民で、過去に当該運動教室または
西部地区個別運動教室に参加したことがない人
▼定員先着30人
▼運動コース４回・６回・12回
▼	内容運動マシンを使ったストレッチ、有酸素
運動（12回コースは筋力トレーニングも実施）

▼	料金無料（初回の体力測定と運動実施３か月
後の体力測定を含む）

▼申込方法電話
▼申込期間７月１日（火）〜８月４日（月）
［問合せ］健康推進課成人保健係

市は、地域の健康づくり推進のため、健康・生
活・介護に関する相談、野菜摂取量測定などを公
民館・地区センターで実施しています。
ご都合のよい日に、お気軽にお越しください。

地域健康づくり相談個別運動教室

［問合せ］健康推進課成人保健係

場所 実施日 時間

東公民館 ７月４日（金）

９時～16時

中部公民館 ７月11日（金）

山形公民館 ７月17日（木）

牡丹平公民館 ７月18日（金）

追子野木公民館 ７月22日（火）

西部地区センター ７月24日（木）

上十川公民館 ７月25日（金）
浅瀬石公民館

（旧浅瀬石小学校） ７月28日（月）

六宝館 ７月30日（水）

中郷公民館 ７月31日（木）

「弘前圏域空き家・空き地バンク」とは
圏域内にある空き家や空き地を売りたい・空き家を貸したいという所有者と、買いた

い・借りたいという移住・定住希望者や利活用希望者との橋渡しを行う制度です。
市外にお住まいのお知り合いにもぜひご紹介ください。

※物件を登録した人には、弘前圏域市町村の地場産品を贈呈します。

購入した空き家の改修費用の一部を補助
「弘前圏域空き家・空き地バンク」に登録された市内の空き家を購入し改修する場合、その改修工事に
かかる費用の一部を市が補助します。工事着手前に申請が必要ですので、事前にご相談ください。
なお、昨年度から移住者の補助額が増額されました。

対象 「弘前圏域空き家・空き地バンク」に登録された市内の空き家を取得し、補助金の実績報告ま
でにその所在地に住所を定め、５年以上定住する意思がある人（その他の要件あり）

補助対象
経費 居住するために必要な改修工事に係る経費（内装、外装、建具、設備、給排水に係る工事）

補助額 補助対象経費を合計した額または30万円（県外からの移住者は60万円）のいずれか低い額

※対象物件の売買契約締結日から１年以内に申請が必要です。
［問合せ］企画課国際・地域交流係

無料無料

弘前圏域
空き家・空き地
バンク

空き家
改修

費用補助
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７月19日 市民プールがオープン

第２回市議会定例会

▼開場期間７月19日（土）〜８月19日（火）※�天候等により開場できない場合あり。８月13日（水）は休業
▼開場時間	▽午前の部＝９時30分〜11時30分（受付開始８時45分、入場開始９時15分）

▽午後の部＝13時30分〜15時30分（受付開始12時45分、入場開始13時15分）
▼	定員各部350人（300人を超えた場合、以降の入場は市民限定）

※小学３年生までは保護者等の付き添いが必要。付添人１人につき子ども２人まで

令和７年第２回市議会定例会は６月２日から16日までの会期で開催
され、令和７年度補正予算や条例の制定など、報告14件、議案18件が
審議されました。

［問合せ］市スポーツ協会 黒石運動公園プール管理棟�
☎53－3378

ウォータースライダーの利用中止についてウォータースライダーの利用中止について
昨年度の記録的な豪雪により、プール内のウォータースライダーが破損したため、今年度はご利用いただけ
ません。ご不便をお掛けしますが、ご理解をお願いいたします。

前売り券の取り扱いについて
前売り券購入者は、当日券購入者の前に入場できます。

▼	販売方法各日午前の部と午後の部それぞれ150人分を、黒石運動公園プール管理棟で販売
▼	販売期間７月１日（火）〜８月18日（月）
▼販売時間10時〜12時、14時〜16時
注意
事項

転売の禁止、購入後の入場日・入場回の変更は不可、天災等で中止の場合は払い戻し可、利用者の都
合による払い戻し不可、払い戻しは８月31日（日）16時まで

条例制定
▽市税条例の一部を改正する条例
▽市老人福祉センター条例の一部を改正する条例
▽津軽こけし館条例の一部を改正する条例

一般会計 
補正予算

▽	令和６年度一般会計補正予算（第12号）…歳入歳出それぞれ7,112万１千円を追加し、予算の総額
を214億5,903万円に
▽	令和７年度一般会計補正予算（第１号）…歳入歳出それぞれ1,361万６千円を追加し、予算の総額を
200億4,261万６千円に
▽	同（第２号）…歳入歳出それぞれ1,842万２千円を追加し、予算の総額を200億6,103万８千円に

工事請負
契約の 
締結

▽市役所本庁舎建設工事
▽津軽伝承工芸館空調設備改修工事
▽（仮称）市立子ども美術館整備工事

詳しくはホームページをごらんください。

区分 一般 高校生 中学生 小学４～６年生 幼児・小学１～３年生※	
（付添人無料）

個人（1回分） 480円 360円 240円 110円

ロッカー使用料 50円または100円（サイズにより料金が異なります）
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黒石ねぷた祭り
黒石ねぷた祭りが、７月30日から８月５日までの７日間開催されます。７月30日

（水）・８月２日（土）の合同運行では、人形ねぷた２台、扇ねぷた32台の計34台のねぷたが出陣します。
夏の夜空に映える勇猛な武者絵と祭りばやし、熱気あふれる掛け声をお楽しみください。

表彰会場
青森みちのく銀行

黒石市役所
わのまちセンター

自由区間

青森みちのく銀行

小山酒店 和風レストラン御幸

オリンパス黒石市立図書館

黒石ねぷた祭り	開催期間	 ７月30日（水）〜８月５日（火）
審査・表彰合同運行	 ７月30日（水）・８月２日（土）

■�出陣式 ７月30日（水）17：30�
御幸公園内
■�審査合同運行 ７月30日（水）19：00�
御幸公園を出発し、NTT東日本黒石ビル前で審査
■�表彰合同運行� ８月２日（土）19：00�
御幸公園を出発し、富田通りで表彰
※�雨天の場合、審査・表彰合同運行は翌日へ順延
今年度は、団体に演奏の自由を認める区間を設けて
いますので、ご理解ください。また、審査・表彰合同
運行の日以外は、全体での運行は行わず、参加団体が
それぞれ市内を練り歩きます。

利用上の注意
・各施設のルールを守り、職員の指示に従ってください。
・イベントなどで利用が制限される場合があります。
・飲料等は各自でご用意ください。
・発生したごみは各自で持ち帰ってください。
・	熱中症等で体調が悪い場合は、利用せず医療機関を受
診してください。

市は、猛暑から市民の健康を守るため、涼し
い場所で暑さをしのぐ熱中症予防休憩所「くろ
いし涼み処」を設置します。
▼設置期間７月１日（火）〜10月31日（金）
▼利用料無料
▼	利用可能施設市役所わのまちセンター、オリ
ンパス市立図書館、松の湯交流館、津軽伝承
工芸館、市内10地区公民館・地区センター、
市内各郵便局

▼開放時間原則として各施設の開館時間内
※�公民館・地区センターを利用する際は、事前に貸
館状況等をご確認ください。

市は、65歳以上の人（第１号被保険者）へ、
令和７年度介護保険料の納入通知書を７月上旬
に送付します。
�納付書（普通徴収）で納付する人の納入通知書に
は、第１期～第８期の納付書が同封されます。
年金からの天引き（特別徴収）で納付する人の納入
通知書には、年間保険料と10月・12月・翌年２月
の徴収額が記載されています。
介護保険料の納付方法
▽	普通徴収の保険料は、納付書に記載された金融
機関や市会計課のほか、コンビニエンスストアや
スマートフォン決済アプリでも納付できます。
▽	口座振替を希望する人は、通帳と通帳届出印、納
付書を持参し、金融機関の窓口で手続きしてく
ださい。

第１期納期限　７/31（木）
※�災害や世帯の主たる生計維持者の失業などにより
納付が著しく困難な人は、保険料の減免が認めら
れる場合がありますので、お問い合わせください。

［問合せ］介護保険課介護保険係

介護保険料の納入通知書を送付「くろいし涼み処」を設置

［問合せ］市民環境課環境衛生係

［問合せ］黒石青年会議所☎52－3369
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今年度から、市の胃がん検診が黒石病院で受
診できるようになりました。
▼対象40歳以上の市民
▼	検査方法胃部エックス線検査
（バリウム検査）
▼受診料1,500円
※ただし、次の人は無料
•市国保加入者
•今年度40歳・50歳・60歳になる人
•70歳以上の人
•生活保護世帯・市民税非課税世帯の人
▼申込方法事前に黒石病院へ電話予約
※�市の胃がん検診は、年度内に1人1回までです。集
団健診を含め２回以上受診した場合は、全額自己
負担（約12,000円）となりますのでご注意く
ださい。

［問合せ］黒石病院事務局医事会計係☎52－2121（平
日８時15分～16時30分）

新市役所本庁舎の建設工事等に伴い、市役所
本庁舎敷地南側（NTT東日本黒石ビル前）の出
入口を閉鎖します。
本庁舎へは、庁舎敷地北側からお越しくださ

い。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。

市役所本庁舎敷地
南側の出入口を閉鎖します

黒石病院で
市の胃がん検診が受けられます

市は、骨粗しょう症検診を実施します。検診
を希望する人は、事前に申し込みが必要です。
▼実施日７月14日（月）
▼	受付時間９時30分〜11時30分、12時30分〜
14時30分 ※30分毎に予約受付

▼	場所市役所わのまちセンター１階イベント
ホール

▼	対象市民で、今年度中に40歳・45歳・50歳・
55歳・60歳・65歳・70歳になる女性

▼定員先着200人
▼検査内容問診、非利き腕のレントゲン撮影
▼	受診料600円（今年度70歳になる人、市民税
非課税世帯、生活保護世帯の人は無料）

▼申込方法７月４日（金）までに窓口、電話、
FAX、または下記の二次元コードから申し込み
［問合せ］健康推進課成人保健係、FAX52－6191

市は、がんの治療をしている人の就労や社会
生活を応援するため、ウィッグや胸部補整具の
購入費用を助成します。
▼	対象市民で次に該当する人▽がんと診断され、
治療中または、治療を受けたことがある▽こ
れまで同一の医療用補整具による助成を受け
たことがない▽市税等の滞納がない

▼	助成額令和７年４月１日以降に購入したもの
で、購入費の２分の１の額（100円未満は切
り捨て）を助成（上限30,000円）

▼	助成対象ウィッグ（医療用ウィッグ、かつら、
毛髪付き帽子など）、胸部補整具（補整パット、
人工乳房、補整下着とこれに類するもの）

▼	申込方法令和８年３月31日（火）までに申請
書と必要書類を持参か郵送

［問合せ］健康推進課成人保健係

がんの治療をしている人の
ウィッグなどの購入費を助成骨粗しょう症検診

黒石市役所
本庁舎

新本庁舎
建設工事

市産業
会館

黒石市役所
わのまちセンター

13台

20台民
間
駐
車
場

民
間
駐
車
場

●
青
森
み
ち
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く
銀
行

　
　
　
　黒
石
内
町
支
店

東
奥
信
用
金
庫
●

北側駐車場

進入・通り抜け不可

NTT東日本黒石ビル●

［問合せ］財産管理室

閉鎖予定期間 ７月１日～令和11年度まで

二次元コードから申し込みフォームへ入力
してください 詳しくは、市ホームページをごらんください。
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